
防犯

　オレオレ詐欺や還付金詐欺といった特殊詐欺の県内での被害は、昨年1月から10月までの間に
153件発生し、2億6,375万円にのぼる被害金額が発生しています。
　また、町内においても特殊詐欺と思われる電話がかかってきています。詐欺にだまされないよう
に気を付けましょう！
　今回はキャッシュカードをすり替える手口をご紹介します。

犯人A 「●●警察署生活安全課です。あなたの口座が不正に使われていま
す。これから、お手元のキャッシュカードの確認に伺います。」

 警察官役の犯人が自宅にやってきます。

犯人B （警察官役）
 「この封筒にキャッシュカードと暗証番号を書いたメモを入れて自宅

で保管してください。封印をしますので印鑑を持ってきてください。」

 印鑑を取りに行っている間にあらかじめ用意したポイントカード
を入れた封筒とすり替え！

犯人B 「封筒を封印しましたのでこれで大丈夫です。新しいカードが届
くまで、開封せずに、大事に保管しておいてください」

 その後、封筒をすり替えられていることを気付かないまま、口座
からお金を引き出されてしまいます。　　　

　カードの暗証番号や預金残高を聞き出すような「アポ電」のあと、自宅に押し入りカードや現金を
奪おうとする強盗未遂事件が、県内でも発生しています。
　警察や役場の職員がATMを操作させたり、カードの暗証番号を聞き出すことは絶対にありませ
ん。不審な電話があった際には、ご家族に相談するほか、警察署や警察相談専用電話（＃9110）な
どにご相談ください。

特殊詐欺に注意！
問真岡警察署 ☎0285（84）0110

すり替え！
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西水沼２地区

西高橋１地区

西高橋２地区

西水沼３地区

地籍調査

あなたの土地を再確
認

大字西水沼、西高橋
および

打越新田の一部

地籍調査事業に基づく
　　　　成果の閲覧を実施します
地籍調査事業に基づく
　　　　成果の閲覧を実施します

問建設課地籍調査係☎028（677）6097

生涯学習センター水橋分館（大会議室）
2月1日（土）～20日（木）※土曜日、日曜日、祝日を含む
9:00～16：00

　閲覧とは、一筆地調査や地積測定の結果を基に作成した、地籍簿案と地籍図原図を
皆さんに確認していただくことです。皆さんの確認を経て、地籍調査の成果となる
「地籍簿」と「地籍図」が作成されます。
　調査の結果に誤りなどがあった場合は、閲覧期間内に限り訂正の申し出をするこ
とができます。
　皆さんにご協力いただいた地籍調査事業の成果となりますので、ご確認ください。

場所

期間

時間

【閲覧対象地区】


